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基本目標５

基本目標５ 政策・方針決定過程に男女が共に参画できる

社会を目指します
（目指す姿）

市の政策・方針決定過程や職場などあらゆる分野の意思決定過程に男女が共に参画

することで、新しい視点が提起され、様々な人の立場を考慮した政策等の立案・実施

が可能になる社会を目指します。

男女共同参画社会を実現するためには、政策や方針決定過程に男女が対等な立場で共に
参画し、多様な視点が反映されることが重要です。
しかし、世界経済フォーラム「The Global　Gender Gap Report2015」によると、我

が国では、男女共同参画の国際的な指標の一つであるGGI（ジェンダー・ギャップ指数）
が145か国中101位となっており、特に、政治・経済分野の男女格差が大きいことからも
わかるように、女性の参画状況は十分とはいえません。
このような現状の中、国においては、「社会のあらゆる分野において、2020年までに、

指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも30％程度」の目標を達成するため、分野や
実施主体の特性等に応じた実効性あるポジティブ・アクションの推進などの取組を進めて
います。
市においても、第２次基本計画では審議会等への女性の参画率について、「平成27年度

までに35％」との数値目標を設定し取り組んできました。しかし、平成27年6月1日現在
の参画率は32.7％（22年度28.9％）で、83の審議会のうち6の審議会等で女性委員が一
人もいない（22年度95のうち12）状況です。
女性の参画を進めるため、第３次基本計画では、数値目標をさらに高く設定し、参画率

の向上と女性委員がいない審議会等の解消に向けて、実効性のある取組を全庁的により一
層推進する必要があります。
　また、市女性職員の登用については、全職員に占める女性の割合が平成27年5月　　

１日現在30.1％であるのに対し、女性の役付職員の割合は16.7％と、５年前の10.3％に
比べ増加していますが、十分とは言えない状況です。
その要因として、長時間労働を前提とした働き方などが職業生活と家庭生活の両立を困

難にしていることや、管理監督者の固定化した価値観などが女性職員の活躍を阻害してい
ることなどが考えられます。政策・方針決定過程に多くの女性職員が参画できるよう、「福
岡市特定事業主行動計画」に基づいて、女性職員が政策立案業務に参画でき、能力が発揮
できるためのチャレンジ支援を進めるとともに、長時間労働を前提としない働き方の徹底
など、市役所全体で働き方を変える取組を進めていきます。
これらの取組により、市職員の管理職（課長級以上）に占める女性の割合については、

平成32年度までに15％程度とすることを中間目標値とし、10年後の平成37年度には
20％達成を目指します。
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基本目標５
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基本目標５

政策・方針決定過程に男女が共に参画でき
る社会を目指します基本目標５

施策の方向 １ 　市の政策・方針決定過程への女性の参画促進

市の政策・方針決定過程への女性の参画を促進し、市の施策展開に多様なニーズを

反映するため、審議会等への女性の参画を促進するとともに、市の女性職員の登用を

図り、その活躍を推進します。

具体的施策 具体的施策の内容
49

審議会等への女性の参画促進

●審議会等委員への女性の参画率が、平成 32年度ま
でに 40％を達成することを目標に、審議会ごとに状
況や課題の分析を行った上で、「福岡市男女共同参画
推進協議会」において実効性のある取組を進めると
ともに、委員構成や選任方法の見直しを図るなど委
員改選期の事前協議を徹底し、女性の参画促進及び
女性委員のいない審議会等の解消を図ります。

50

市役所における男女共同参
画の推進

●「福岡市特定事業主行動計画」に基づき、女性職員
のチャレンジ支援と、男女共に職業生活と家庭生活
が両立できる働きやすい職場環境づくりを進めます。
特に、長時間労働を前提としない働き方の徹底や、
管理監督者をはじめとする職員の意識改革、男性職
員の家事育児参画の促進などの取組を推進します。
●職員研修センターが実施する研修や職場研修など、
あらゆる研修の機会をとらえて、市職員が男女共同
参画への理解を深め、市政の各場面で男女共同参画
の視点を持って施策を展開するよう、啓発を進めま
す。
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基本目標５

施策の方向 ２ 　あらゆる分野の意思決定過程への女性の
参画促進

あらゆる分野の意思決定過程に女性が参画できるよう、企業や地域等における女性

の参画を促進します。

具体的施策 具体的施策の内容
51

企業における女性の参画促進

●講演会の開催等による企業への啓発、女性活躍推進
法に基づく一般事業主行動計画の策定が義務化され
ていない、労働者が 300人以下の中小企業の行動計
画策定支援等を行います。
●講座や各種研修を実施し、企業における女性のキャ
リアアップ支援を行います。

52

農林水産業の分野における
女性の参画促進

●農林水産業に従事する女性の活動を支援し、女性の
地位向上のための環境づくりを進めます。

53

地域における女性の参画促進
●女性リーダーの育成、地域諸団体への改選期に合わ
せた働きかけなどにより、地域の意思決定過程への
女性の参画を促進します。
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基本目標５

主な事業  基本目標５  
「政策・方針決定過程に男女が共に参画できる社会を
目指します」

施策の
方向

具体的施策
担　当　局

事　業

１ 49　審議会等への女性の参画促進

市
の
政
策
・
方
針
決
定
過
程
へ
の

女
性
の
参
画
促
進

審議会等への女性委員参画のための事前協議
市民局

人材情報の提供

50　市役所における男女共同参画の推進

福岡市特定事業主行動計画に基づく女性職員活躍の推進 総務企画局

男女共同参画推進協議会・幹事会 市民局

女性教職員の管理職登用の促進 教育委員会

職員研修センターにおける男女共同参画研修 総務企画局

人権啓発推進者研修

市民局「人権尊重の視点に立った行政の推進に関する指針」の周知と理
解の徹底

男女共同参画推進担当者研修

ユニバーサル都市・福岡の推進 総務企画局

２ 51　企業における女性の参画促進

あ
ら
ゆ
る
分
野
の
意
思
決
定
過
程
へ
の

女
性
の
参
画
促
進

企業向け講演会

市民局女性のチャレンジ支援のための講座
(女性リーダー育成のための講座）

52　農林水産業の分野における女性の参画促進

女性農業者活躍支援事業

農林水産局女性農業者ステップアップ事業

玄海うまかもん食育事業

53　地域における女性の参画促進

男女共同参画地域づくり事業
市民局

地域における諸団体の長等への就任率調査






